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D-2. ラダーパターンの補完機能の有無 
 対象路線がラダーパターンを形成する路線を補完する場合に評価する。 

 ラダーパターンを形成する路線で、その機能を補完する路線が該当路線以外に存在しない場合につ

いて評価する。 

 

   ラダーパターン 
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鉄道（在来線） 

主要幹線道路 

ラダーパターン 

鉄道（新幹線） 

高速道路 

県土連携軸 

都市連携軸 

 
目指す交通の姿 

 

根拠資料 
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D. 事業の実現性と効率性（市道編） 

D-3. 整備上の制約条件 
 事業の長期化や困難性につながる物理的な制約の有無を評価する。 

 評価路線の区間のルート上に、「河川」「鉄道（平面交差のみ）」「高低差（現道なしの場合）」

のいずれかが支障する場合に、該当する制約条件の数をカウントし、制約条件が少ない区間（また

は制約条件のない区間）を評価する。（※課題が少ない区間を評価する） 

 

   河川・鉄道 

 

  

根拠資料 



第４章 

都市計画道路整備プログラム 

９５ 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

D. 事業の実現性と効率性（市道編） 

 

 

 

 

 

   河川・鉄道（平面交差のみ） 
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D-3. 整備上の制約条件 
 

 

   高低差 
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出典：国土地理院 基盤地図情報（数値標高モデル） 
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   高低差（現道なしの場合） 
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D-3. 整備上の制約条件 
【整備上の制約条件】の評価結果 

 

   整備課題なし 

 

評価結果 
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７）評価項目に基づく評価結果（国県道編） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 得点の計上の際に、「B-2 自転車空間の確保」「B-3 防災機能の強化」については複数の小項目で構成されるが、それぞれの小項目において「１点」を計上する。なお、「B-1 交通安全への貢献度」は小項目が該当する交通事故の回数

に応じて、1 点または 2 点を計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ブロック単位の評価では、ブロックに含まれる路線・区間の 1 つ以上が評価されているとき、ブロックとしてその評価項目に該当するものとして 1点を配点。 

 

 

 

 

 

  

A-1 A-2 A-3 C-1 C-2 C-3 D-1 D-2

各年４件
以上が1回
（1か年）

各年４件
以上が3回
（3か年）

各年４件
以上が4回
（4か年）

主
要
軸

補
完
軸

接
続
路
線

相
模
原
市
の
自
転
車
通
行
環

境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
候
補
路
線

と
隣
接
し
て
い
る
区
間

広域
避難
場所

避難
生活
施設

災害
拠点

洪水浸
水想定
区域

土砂災
害警戒
区域

内水浸水
想定区域
（雨水出
水浸水想
定区域）

国県指定緊急輸
送路

市指定緊急輸送路

河
川

鉄
道

高
低
差

整
備
課
題
な
し

⑪ 3･4･5 横浜厚木線（県道40号） 18 ● ● ● ● ● ● ● ●
⑫ 3･4･1 藤沢町田線（国道467号） 16 ● ● ● ● ● ● ● ●
⑬ 3･3･1 宿つきみ野線（県道56号） 22 ● ● ● ● ● ○

主要拠点
へのアク
セス性向

上

広域連携
への強化

土地利用
の誘導・
支援

経済的効
率性

※D-3は整備課題の有無を「○」でつけ、いずれの整備課題も抱えていない路線・区間に「●（1点）」をつける。

補完機能
の有無

整備上の制約条件

■評価結果（区間別）

区間
番号

道路
番号

名称
幅員
（m）

B-2 B-3 D-3B-1
防災機能の強化（緊急輸送

渋滞緩和
効果

ネット
ワークの
形成効果

公共交通
の利便性
向上

歩行者空
間の確保

自転車空間の確保 防災機能の強化交通安全への貢献度 防災機能の強化（災害）

■事業化検討ブロック
A-1 A-2 A-3 C-1 C-2 C-3 D-1 D-2

各年４件
以上が1回
（1か年）

各年４件
以上が3回
（3か年）
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以上が4回
（4か年）
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要
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完
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模
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害警戒
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内水浸水
想定区域
（雨水出
水浸水想
定区域）

国県指定緊急輸
送路

市指定緊急輸送路

河
川

鉄
道

高
低
差

整
備
課
題
な
し

 

⑪ 3･4･5 横浜厚木線（県道40号）  2 1 1 1 1 1 1 1  0.00 9.00 9.00
⑫ 3･4･1 藤沢町田線（国道467号） 1 2 1 1 1 1 1 1 0.00 9.00 9.00
⑬ 3･3･1 宿つきみ野線（県道56号） 1 1 1 1 1 ○ 0.00 5.00 5.00

渋滞緩和
効果

ネット
ワークの
形成効果

公共交通
の利便性
向上

B-1
交通安全への貢献度

定性評
価

合計

主要拠点
へのアク
セス性向

上

広域連携
への強化

土地利用
の誘導・
支援

防災機能の強化（緊急輸送

歩行者空
間の確保

自転車空間の確保 防災機能の強化 防災機能の強化（災害）

経済的効
率性

補完機能
の有無

整備上の制約条件

定量評
価

B-2 B-3 D-3 得点

区間
番号

道路
番号

名称
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８）具体的な評価（国県道編） 
国県道編の具体的な評価については、次頁以降に示します。 
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A. 円滑な交通機能の確保（国県道編） 

A-2. ネットワーク形成効果 
 道路ネットワークの骨格形成への貢献度を評価する。 

 本市の都市計画道路網のうち、「大和市都市計画マスタープラン（令和８年３月一部改定）」のラ

ダーパターン（はしご形に配置された都市計画道路網）を構成する区間を評価する。 

 

   ラダーパターン 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

鉄道（在来線） 

主要幹線道路 

ラダーパターン 

鉄道（新幹線） 

高速道路 

県土連携軸 

都市連携軸 

 
目指す交通の姿 

 

根拠資料 
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   ラダーパターン 
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A-3. 公共交通の利便性向上 
 公共交通（主に路線バス）の定時性・速達性向上への貢献度（バス路線新設の可能性）を評価する。 

 本市の高い公共交通人口カバー率を将来に渡って維持するため、公共交通の定時性・速達性を確保

し、利便性増進に寄与する路線を確認する。「大和市総合交通施策（令和４年４月）」の「民間バ

ス路線の交通網」図を基に、未整備都市計画道路の整備により、新たな民間バス路線が設置されう

る路線を評価する。 

 

   民間バス路線の交通網図 

 

  

根拠資料 

出典：大和市総合交通施策 
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B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

B-1. 交通安全への貢献度 
 生活道路への通過交通流入抑制の貢献度を評価する。 

 未整備都市計画道路が整備されることで、生活道路への流入交通が減り、事故の発生抑制に貢献し

うる路線を評価する。 

 

   R1-R5(2019-2023)年度交通事故発生箇所（メッシュ 100m・4 件以上発生の年数） 

 

※事故類型が「人対車両」「車両相互」「車両単独」のものを合算して集計・評価 

※年４件以上の事故が発生している箇所を 100m メッシュで示し、メッシュが未整備都市計画道路と重なる路線

を対象とする。 
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B-2. 歩行者・自転車空間の確保 

 歩行者や自転車が安全に通行できる空間の確保への貢献度を評価する。 

 歩道が未整備・狭小な区間のある路線を評価する。または計画上の自転車通行空間の創出に寄与す

る場合に評価する。 

 

   歩道の整備状況 

 

歩道が未整備・狭小な区間 

 

 

 

狭い歩道（国道 467 号） 

 

 

 

狭い歩道（県道 40 号） 
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   歩道の整備状況 

 

  

評価結果 



第４章 

都市計画道路整備プログラム 

１１０ 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 
第
５
章 

B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

B-2. 歩行者・自転車空間の確保 
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出典：自転車利用環境整備事業計画書 
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   自転車ネットワーク 

 

  

評価結果 


